
 

 

平成 24年７月 17日 

 

各  位 

会 社 名 株 式 会 社 イ ン デ ッ ク ス 

代 表 者 名 代表取締役社長  落合 善美 

 （ＪＡＳＤＡＱ・コード 4835） 

問 合 せ 先  

役職・氏名 常務取締役  村上 幸正 

電 話 03-5779-5080 

 

子会社の転換社債型新株予約権付社債及び新株予約権の行使に伴う 

子会社の異動に関するお知らせ 

 

当社子会社である株式会社ネットインデックス（以下、「ネットインデックス」という）において、

転換社債型新株予約権付社債及び新株予約権が行使されましたので、下記のとおりお知らせいたしま

す。 

これにより、ネットインデックスは、当社の連結子会社には該当しないこととなります。 

 

記 

 

１．異動の理由および経緯 

当社は、平成16年５月にネットインデックス（当時の商号：本多エレクトロン株式会社）の株式を

取得し、子会社化いたしました。当初、当社は、来るべき第４世代携帯電話サービスやデジタル放送

と通信の融合をにらみ、消費者に最も近い端末側の事業を傘下におさめることで、モバイル系ソリュ

ーション事業の強化を図り、事業拡大を推進することを目的としておりました。 

当社のグループ企業として、ブランド認知度の向上を図るべく、平成 17年９月に現在の社名に変更

し、平成 19年５月には、ジャスダック市場への上場が承認され、現在まで一貫して携帯電話・PHSの

通信端末機器の開発・製造事業を展開し、主に通信キャリアに対し販売を行ってまいりました。 

しかし、近年の当社グループは、経営課題の１つとしてグループ再編を行い、当社においても事業

子会社を吸収合併して持株会社から事業会社となり、事業セグメントも改め、現在はネット＆ゲーム

事業を中心に事業展開しております。モバイルデバイス事業については、ネットインデックスのみと

なっており、ネットインデックスを子会社化した当初と比較して、当社の事業を取り巻く環境も大き

く変化しており、当社およびネットインデックスのみでは両社の事業領域におけるシナジー効果を十

分に発揮できないことから、今後の両社にとってより有益な施策を検討してまいりました。 

 また、ネットインデックスを取り巻く事業環境として、各通信事業者において携帯電話端末の多様

な販売方法が導入され、顧客獲得に向けた競争や差別化が一段と激しさを増していること、特定の通

信事業者の技術企画・販売戦略に業績が大きく影響されることなどから、安定的に流動資金を確保し

にくい同社に対し、当社は短期貸付を行ってまいりました。一方、バランスシートの早期健全化並び

に強化を検討している当社及び当社グループ内において、より効率の良い経営資源の有効活用の検討

を行うと同時に、持続的競争優位性を築くためにも複数の候補と接触も行ってまいりました。その成

果として、今般ネットインデックスが有する伝送技術を高く評価し、さらなる付加価値創造の可能性



 

を認識していただいたイー・旅ネット・ドット・コム株式会社、株式会社フィスコ・キャピタルに、

当社が保有するネットインデックスに対する債権を譲渡することは、当社並びにネットインデックス

両社の企業価値向上に資すると判断し、平成24年３月26日開催の当社常勤取締役会において承認決議

するに至ったのです。 

 こうした経緯を踏まえ、同社の転換社債型新株予約権付社債及び新株予約権の発行が、本日、行使

されることとなりました。 

 

２．異動する子会社の概要 

（１） 商 号 株式会社ネットインデックス 

（２） 本 店 所 在 地 岩手県花巻市椚ノ目２丁目 32番１号 

（３） 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 秋山 司 

（４） 事 業 内 容 通信機器の開発・販売及び付帯するサービス 

（５） 資 本 金 の 額 976百万円（平成 23年 10月 1日現在） 

（６） 設 立 年 月 日 昭和 59年４月 

（７） 純 資 産 453百万円 （平成 24年４月 30日現在） 

（８） 総 資 産 1, 463百万円（平成 24年４月 30日現在） 

（９） 

大 株 主 

お よ び 持 株 比 率 

(平成 24年７月４日現在) 

株式会社インデックス 71.72％ 

株式会社アイキューブ 10.39％ 

（10） 
当 事 会 社 間 の 

関 係 等 

資本関係 
当社は、同社株式の 71.72％を保有する親会

社であります。 

人的関係 

当社の取締役が同社の取締役を、当社の監査

役並びに従業員が同社の監査役を兼務して

おります。 

取引関係 該当事項はありません。 

関連当事者への

該当状況 
関連当事者に該当いたします。 

（11） 最近３年間の業績（連結）  

  平成 21年３月期 平成 22年７月期 平成 23年７月期 

連 結 売 上 高 5,026百万円 4,187百万円 2,855百万円 

連 結 営 業 利 益 △222百万円 △15百万円 △45百万円 

連 結 経 常 利 益 

ま た は 連 結 経 常 損 失 
△204百万円 △101百万円 △105百万円 

連 結 当 期 純 利 益 

ま た は 連 結 当 期 純 損 失 
△485百万円 △1,066百万円 △160百万円 

１株当たり当期純利益金額また

は１株当たり当期純損失金額 
△27,204円 △30,078円 △4,386円 

１ 株 当 た り 配 当 金 － － － 

１ 株 当 た り 連 結 純 資 産 50,090円 14,939円 10,995円 

 



 

３．割当先の概要 

（１） 商 号 株式会社フィスコ 

（２） 本 店 所 在 地 大阪府岸和田市荒木町二丁目 18番 15号 

（３） 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 狩野 仁志 

（４） 事 業 内 容 
情報サービス事業、コンサルティング事業、インターネット

旅行事業 

（５） 資 本 金 の 額 1,195百万円 

（６） 設 立 年 月 日 平成７年５月 

（７） 純 資 産 1,545百万円（平成24年３月31日現在） 

（８） 総 資 産 1,997百万円（平成24年３月31日現在） 

（９） 

大 株 主 

お よ び 持 株 比 率 

(平成22年９月30日現在) 

ｼｰｸｴｯｼﾞ ｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾄ ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ ﾘﾐﾃｯﾄﾞ 54.50％ 

ﾊﾞﾝｸ ｵﾌﾞ ｲｰｽﾄ ｴｲｼﾞｱ ﾉﾐﾆｰｽﾞ ﾘﾐﾃｯﾄﾞ 4.20％ 

三木 茂 3.40％ 

（10） 
当 事 会 社 間 の 

関 係 等 

資本関係 該当事項はありません。 

人的関係 該当事項はありません。 

取引関係 
同社と当社の間には、事業上の取引関係があ

ります。 

関連当事者

への該当状況 
関連当事者には該当いたしません。 

 

４．転換社債型新株予約権付社債及び新株予約権の概要 

(１) 転換社債型新株予約権付社債の概要 

（１）発行期日 平成 24年７月４日 

（２）新株予約権の総数 ６個 

（３）社債及び新株予約権 

の発行価額   
１個につき 750,628円 

（４）当該発行による潜在 

株式数 
23,027株 

（５） 資金調達の額（新株

予約権の行使に際して出資

される財産の価額） 

540,000,000円 

内金 540,000,000 円はネットインデックスに対する全債権（金銭債権

510,716,581円（返済予定平成 27年２月 27日及び平成 27年５月 21日）と営業

債権 38,305,000円（返済予定平成 24年６月 25日））の一部（金 540,000,000

円）との相殺による払込であります）。 

（６）転換価額 23,450円 

（７）行使期間 平成 24年７月４日から平成 25年７月３日 

（８）募集又は割当方法 第三者割当 

(割当先) 株式会社フィスコ（23,027株） 

（９）その他 上記各号については、金融商品取引法に基づく有価証券届出書の効力が発生す

ることが条件になります。 

 

(２) 新株予約権の概要 

（１）申込期日 平成 24年７月４日 

（２）新株予約権の総数 ２個 

（３）発行価格   １個につき 2,013,808円 



 

（４）当該発行による 

潜在株式数 
24,374株 

（５）調達資金の額 

（新株予約権の行使に際

して出資される財産の価

額） 

571,570,300円 

（６）行使価額 23,450円 

（７）行使期間 平成 24 年７月４日から平成 24年９月３日まで 

（８）募集又は割当方法 第三者割当 

(割当先) 株式会社フィスコ（24,374株） 

（９）その他 

本新株予約権者は、本新株予約権の割当日に新株予約権 1 個につき１億円を預

託し（以下、預託した金員を「預託金」という）、またはネットインデックス

に対する元本１億円以上の債権をネットインデックスに譲渡することを予約す

る契約（以下「予約契約」という）を締結し、かつ、預託金または予約契約を

行使時まで継続していることを要するものとします。なお、預託金に利息は付

さないものとします。 

本新株予約権者が本新株予約権を行使した場合、預託金は、当該新株予約権の

行使時の払込に充当し、また、予約契約は解除するものとします。 

本新株予約権者は、行使期間内に本新株予約権を行使することを確約しており

ませんが、行使期間内に本新株予約権を２個のうちいずれも行使しないときは、

ネットインデックスに対し、違約金として、行使しなかった本新株予約権１個

につき１億円を支払うものとします。この場合、ネットインデックスは、行使

期間の末日の翌日に、預託金を違約金に充当し、または、予約契約に基づき債

権譲渡を完結し、違約金の支払に代えて債権を取得することができます。本新

株予約権は、行使価額固定型であり、行使価額修正条項付きのいわゆる MSCBや

MSワラントとは異なるものであります。 

一定の条件を満たした場合は、ネットインデックスの意向に基づき、ネットイ

ンデックスからの本新株予約権の行使指示も、ネットインデックスによる本新

株予約権取得も可能な内容となっており、ネットインデックスにとって、より

有利で柔軟な資金調達方法を選択することができます。 

本新株予約権の譲渡については、ネットインデックス取締役会の承認を要する

ものとします。上記各号については、金融商品取引法による届出の効力発生を

条件とします。 

 

５．異動後の所有株式の状況 

  （異動前） （異動後） 

（１） 当 社 所 有 株 式 数 29,438株 29,438株 

（２） 発 行 済 株 式 総 数 41,046株 88,447株 

（３） 当 社 所 有 割 合 71.72％ 33.28％ 

 

６．今後の見通し 

本件が業績に与える影響は現在精査中でありますが、業績に重大な影響を与えることが明確になっ

た場合、ただちにお知らせいたします。また、当社のモバイルデバイス事業セグメントにつきまして

は、ネットインデックスのみ属しておりましたので、当該事業からの撤退等につきましては、当社に

て検討し機関決定した後、ただちにお知らせいたします。 

 

 

以 上 


